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平成18年1月25日

関係各位

和歌山県テニス協会

会長 正木 義一郎

和歌山ジュニアテニスチャンピオンシップ2006 スプリングステージ

兼 関西ジュニアテニス選手権 和歌山県予選 大会要項

（18歳・16歳・14歳・12歳以下）

１．主 催：和歌山県テニス協会

２．協 賛：株式会社ダンロツプスポーツ

３．日 程：3月25日（土）､28日（火）～31日（金 （予備日 4月2日（日 ）） ）

４．会 場：紀三井寺テニスコート・土入市民テニスコート・その他

５．参加資格：和歌山県テニス協会のジュニア登録番号を、18年度更新・変更・新規登録し

た選手。

高体連加盟の選手。今春、高校及び中学に新入学予定の選手で、17年度ジュ

ニア登録番号のある選手。

18歳以下 1988年（昭和63年） 1月1日以降出生の男女

（但し、高校3年生は出場不可）

16歳以下 1990年（平成 2年） 1月1日以降出生の男女

14歳以下 1992年（平成 4年） 1月1日以降出生の男女

12歳以下 1994年（平成 6年） 1月1日以降出生の男女

６．種目及び種別の参加制限：

18歳・16歳・14歳・12歳以下シングルス及びダブルス

和歌山県ジュニアポイントランキング及び過去の大会成績による参加制限は

加えない。

注意）①参加申込は一種別に限ること （例16歳以下シングルスの出場者が同時に。

14歳ダブルスに出場するといった種別を超えての出場は不可 ）。

②各種目において参加者（組）数が少なく、試合が成立しない場合は1クラ

ス上の試合に組み入れるものとする。この場合、該当者に限って上記①の

制限を加えない。

７．試合方法：トーナメント方式 全試合１セットマッチ（６ゲームオールタイブレーク）

審判は原則としてセルフジャッジ、その他はJTAルールに従う。

８．服 装：テニスウェアを着用のこと。Ｔシャツや長ズボンは不可。特にロゴマーク等

に注意すること。

９．使 用 球：ダンロツプフォートイエロー

１０．参 加 料：各種目共 1単位２,１００円
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１１．申込締切： （水）必着厳守２月８日

１２．申 込 先：〒640－8451 和歌山市中639－22

阪中 潤気付 和歌山県テニス協会宛

申込用紙に必要事項を記入の上、参加料の郵便振込支払済み伝票を同封し申

し込むこと。

１３．振 込 先：郵便為替 口座番号 00950－5－65244

加入者名 和歌山県テニス協会 ジュニア会計係

１４．選考通知：①インターネット配信（ダウンロード可能）

（ ）和歌山県テニス協会ホームページ http://homepage3.nifty.com/WTA/

上で公開する。

②郵送希望

インターネットの手段が無い場合で仮ドローを必要とする場合は返信用

封筒（定形外封筒［A4用紙が入るモノ］ 140円分切手貼付）に住所・氏

名を明記して申込書に同封しておくこと。なお、返信用封筒の宛名には

「御中 「様」を付けておくこと。」

１５．適 用：①関西ポイントランキングの対象大会である。

②7月に靭テニスコート(大阪)で開催予定の関西ジュニアテニス選手権大会

への和歌山県代表選手の選出は当大会の戦績を最優先する。

③全国大会の日程等によりやむを得ず参加不能となる選手が出た場合は別途

ジュニア委員会にて協議対応する。

④本大会の18歳以下シングルスのベスト４以上および16歳以下シングルスの

優勝・準優勝の選手は6月に開催する本県国体予選（少年種別）への出場

資格を得る。

１６．そ の 他：①競技中、負傷等の応急処置は主催者側で行うが事後の責任は負わない。

②天候、その他の理由により、大会要項の内容を変更する場合がある。

③12・14歳以下の選手には、保護者又はコーチが必ず引率同伴すること。

④参加資格として他府県より和歌山県内の中・高校に新入学もしくは転入す

る選手については所属長かクラブ代表者の入学を証明するものを必要とす

る。出場後入学していない選手は上位大会への出場権を失効する。また他

府県との二重登録は認めない。

⑤上位大会までに他府県登録をした選手は上位大会への出場権を失効する。

⑥本大会の申込書等は個人情報保護法に基づいて取り扱う。

⑦申込用紙には必ず和歌山県ジュニア登録番号を記入すること 番号を記入

しないで申し込まれた場合は申し込みを受理しないので十分注意すること

番号は年初に送付した各クラブ登録選手一覧で確認すること （高校の登。

録番号ではないので、十分注意すること ）。

尚、和歌山県テニス協会ホームページのジュニア欄で検索可能。

１７．ドロー会議は別途案内しますのでジュニア委員の方は必ず出席してください。

以上
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⑥大会記録（戦績、報告、講評）及び大会期間中に主催者が撮影した動画及

び静止画について、その権利は全て主催者に帰属する。


